
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則�

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
職
員
厚
生
課
）　
　

二

〇
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則�

（
税　

務　

課
）　
　

二

〇
核
燃
料
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
管　

財　

課
）　
　

二

訓

令

甲

〇
保
健
所
等
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程�
（
人　

事　

課
）　
　

五

〇
附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令�

（　
　

同　
　

）　
　

七

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

七

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
税　

務　

課
）　
　

七

規

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
の
項
第
十
一
号
中
「
修
学
」
を
「
修
学
等
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
七
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
十
号
中
「
規
定
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
」
の
下
に
「
及
び
東
日
本
大
震
災
み
や
ぎ
こ
ど
も
育
英

基
金
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
み
や
ぎ
こ
ど
も
育
英
基
金
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
二
百
四

十
三
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
八
号

　
　
　
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
（
そ
の
一
）
中

「

給与条例第25条
に規定する職員

５級

４級

３級
２級の17号俸以
上

２級の16号俸以
下
１級

を

給与条例第22条
に規定する職員

全職員

」

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）

（1）　令和２年３月31日　火曜日 号外第12号宮　　城　　県　　公　　報



「

給与条例第25条
に規定する職員

５級

４級

３級
２級の17号俸以
上

２級の16号俸以
下
１級

」
に

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
職
員
宿
舎
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
イ
中
「
別
に
定
め
る
非
常
勤
の
職
員
を
含
む
。」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
の
う
ち
、
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と

を
要
す
る
も
の
に
限
る
。」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
職
員
」
の
下
に
「（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二

年
三
月
三
十
一
日
と
す
る
。

�

　

核
燃
料
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　
核
燃
料
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

核
燃
料
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
二
年
三
月

三
十
一
日
と
す
る
。

�

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
九
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

�　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
個
人
が
連
帯
保
証
人
と
な
る
と
き
は
、
当
該
連
帯
保
証
人
が
保
証
す
る
極
度
額
を
貸
付
契

約
書
に
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
九
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同

項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

　

�　

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

第
二
十
九
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

号外第12号　令和２年３月31日　火曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報



４�　

借
受
者
が
借
り
受
け
る
公
有
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
貸
付
契
約
に
お
い
て
、
個
人
が

連
帯
保
証
人
と
な
る
と
き
は
、
当
該
貸
付
契
約
に
先
立
ち
、
借
受
者
は
、
連
帯
保
証
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

財
産
及
び
収
支
の
状
況

　

二　

当
該
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
以
外
に
負
担
し
て
い
る
債
務
の
有
無
並
び
に
そ
の
額
及
び
履
行
状
況

　

三�　

当
該
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
担
保
と
し
て
他
に
提
供
し
、
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

　

第
五
十
四
条
中
「
提
供
さ
せ
」
の
下
に
「
、
及
び
連
帯
保
証
人
を
立
て
さ
せ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
り
連
帯
保
証
人
を
立
て
さ
せ
る
場
合
は
、
相
当
の
資
力
又
は
信
用
の
あ
る
者
を
連
帯
保
証
人
と

し
て
売
買
契
約
書
に
連
署
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

延
納
の
特
約
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
売
払
代
金
等
に
係
る
公
有
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
の
た
め
に
使
用

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
個
人
が
連
帯
保
証
人
と
な
る
場
合
は
、
連
帯
保
証
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

財
産
及
び
収
支
の
状
況

　

二�　

当
該
延
納
の
特
約
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
以
外
に
負
担
し
て
い
る
債
務
の
有
無
並
び
に
そ
の
額
及
び
履
行

状
況

　

三�　

当
該
延
納
の
特
約
に
係
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
担
保
と
し
て
他
に
提
供
し
、
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

　

様
式
第
十
号
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

３

�

　
借
受
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
で
，
新
連
帯
保
証
人
が
個
人
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
，
別
紙
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

　

様
式
第
十
号
に
別
紙
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
紙　
借
受
人
は
，
連
帯
保
証
人
に
対
し
て
保
証
委
託
を
す
る
に
先
立
ち
，
民
法
第
465条

の
10第
１
項
各
号
に
基
づ
き

下
記
１
か
ら
３
ま
で
の
情
報
の
提
供
を
行
い
，
連
帯
保
証
人
は
，
当
該
情
報
に
つ
い
て
提
供
を
受
け
，
理
解
し
た
こ

と
を
確
認
す
る
。

１
　
借
受
人
の
財
産
及
び
収
支
の
状
況

２
�　
借
受
人
が
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
以
外
に
負
担
し
て
い
る
債
務
の
有
無
並
び
に
そ
の
額
及
び
履

行
状
況

　
⑴
　
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
以
外
に
負
担
し
て
い
る
債
務
の
有
無

　
⑵
　
⑴
が
有
の
場
合
，
そ
の
金
額
（
必
要
に
応
じ
て
，
資
金
使
途
，
金
利
，
履
行
条
件
等
）

　
⑶
　
⑴
が
有
の
場
合
，
履
行
状
況
（
遅
延
の
有
無
，
遅
延
履
歴
及
び
期
限
の
利
益
喪
失
の
有
無
）

３
�　
借
受
人
が
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
の
担
保
と
し
て
他
に
提
供
し
，
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
も

の
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

　
⑴
�　
貸
付
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
の
担
保
と
し
て
他
に
提
供
し
，
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
有

無

　
⑵
　
⑴
が
有
の
場
合
，
そ
の
内
容

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
借
受
人
　
　
　
　
　
住
所

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
連
帯
保
証
人
　
　
　
住
所

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
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様
式
第
二
十
二
号
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
備
考

　
　
１　

買
受
人
及
び
連
帯
保
証
人
の
印
に
つ
い
て
は
，
印
鑑
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　
２

�

　
買
受

（交
換

）物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
で
，
連
帯
保
証
人
が
個
人
で
あ
る

場
合
は
，
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と

。

　

様
式
第
二
十
二
号
に
別
紙
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
紙　
買
受
人
は
，
連
帯
保
証
人
に
対
し
て
保
証
委
託
を
す
る
に
先
立
ち
，
民
法
第
465条

の
10第
１
項
各
号
に
基
づ
き

下
記
１
か
ら
３
ま
で
の
情
報
の
提
供
を
行
い
，
連
帯
保
証
人
は
，
当
該
情
報
に
つ
い
て
提
供
を
受
け
，
理
解
し
た
こ

と
を
確
認
す
る
。

１
　
買
受
人
の
財
産
及
び
収
支
の
状
況

２
�　
買
受
人
が
売
買
等
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
以
外
に
負
担
し
て
い
る
債
務
の
有
無
並
び
に
そ
の
額
及

び
履
行
状
況

　
⑴
　
売
買
等
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
以
外
に
負
担
し
て
い
る
債
務
の
有
無

　
⑵
　
⑴
が
有
の
場
合
，
そ
の
金
額
（
必
要
に
応
じ
て
，
資
金
使
途
，
金
利
，
履
行
条
件
等
）

　
⑶
　
⑴
が
有
の
場
合
，
履
行
状
況
（
遅
延
の
有
無
，
遅
延
履
歴
及
び
期
限
の
利
益
喪
失
の
有
無
）

３
�　
買
受
人
が
売
買
等
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
の
担
保
と
し
て
他
に
提
供
し
，
又
は
提
供
し
よ
う
と
す

る
も
の
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容

　
⑴
�　
売
買
等
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
（
主
債
務
）
の
担
保
と
し
て
他
に
提
供
し
，
又
は
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の

の
有
無

　
⑵
　
⑴
が
有
の
場
合
，
そ
の
内
容

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
買
受
人
　
　
　
　
　
住
所

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
連
帯
保
証
人
　
　
　
住
所

�
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号

　

保
健
所
等
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
保
健
所
等
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程

　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

　

（
政
策
調
査
員
）

第�

一
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
お
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
に
補
さ
れ
、
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者

は
、
そ
の
辞
令
を
も
っ
て
、
震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
政
策
課
の
政
策
調
査
員
に
補
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

組　
　
　
　
　

織

職

総
務
部
人
事
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

総
務
部
財
政
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

環
境
生
活
部
環
境
生
活
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

経
済
商
工
観
光
部
経
済
商
工
観
光
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

経
済
商
工
観
光
部
富
県
宮
城
推
進
室

室
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

農
政
部
農
政
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

農
政
部
農
業
政
策
室

室
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

水
産
林
政
部
水
産
林
政
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

水
産
林
政
部
水
産
林
業
政
策
室

室
長
補
佐
（
総
括
担
当
）

土
木
部
土
木
総
務
課

課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）、
土
木
政
策
専
門
監

２�　

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
お
い
て
、
複
数
の
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
一
の
職
に
補
さ
れ
、
担
当
を

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
所
属
長
の
指
名
を
受
け
た
者
が
震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
政
策
課
の
政
策
調
査
員

に
補
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　

（
食
の
安
全
安
心
推
進
員
）

第�

二
条　

次
に
掲
げ
る
組
織
の
課
長
補
佐
又
は
室
長
補
佐
の
職
に
補
さ
れ
、
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
辞

令
を
も
っ
て
、
環
境
生
活
部
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
の
食
の
安
全
安
心
推
進
員
に
補
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一　

保
健
福
祉
部
疾
病
・
感
染
症
対
策
室

二　

保
健
福
祉
部
薬
務
課

三　

農
政
部
農
政
総
務
課

四　

農
政
部
食
産
業
振
興
課

五　

農
政
部
農
山
漁
村
な
り
わ
い
課

六　

農
政
部
農
業
振
興
課

七　

農
政
部
み
や
ぎ
米
推
進
課

八　

農
政
部
園
芸
振
興
室

九　

農
政
部
畜
産
課

十　

水
産
林
政
部
水
産
林
政
総
務
課

十
一　

水
産
林
政
部
水
産
業
振
興
課

十
二　

水
産
林
政
部
水
産
業
基
盤
整
備
課

十
三　

水
産
林
政
部
林
業
振
興
課

２�　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
組
織
に
お
い
て
、
複
数
の
者
が
課
長
補
佐
又
は
室
長
補
佐
の
職
に
補
さ
れ
、
総
括
担
当
を
命

ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
所
属
長
の
指
名
を
受
け
た
者
が
環
境
生
活
部
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
の
食
の
安
全
安

心
推
進
員
に
補
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　

（
保
健
所
）

第�

三
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
健
福
祉
事
務
所
又
は
そ
の
支
所
（
以
下
「
保
健
福
祉
事
務
所
等
」
と
い
う
。）

の
職
に
補
さ
れ
、
当
該
保
健
福
祉
事
務
所
等
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
当
該
保
健
福
祉
事
務
所
等
に
お
い
て
担
当

を
命
ぜ
ら
れ
た
者
（
当
該
保
健
福
祉
事
務
所
等
の
生
活
保
護
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
を
除
く
。）
は
、
そ
の
辞
令

を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
保
健
所
又
は
そ
の
支
所
（
以
下
「
保
健
所
等
」
と
い
う
。）
の
職
に

（5）　令和２年３月31日　火曜日 号外第12号宮　　城　　県　　公　　報



補
さ
れ
、
当
該
保
健
所
等
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
当
該
保
健
所
等
に
お
い
て
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

保
健
福
祉
事
務
所
等

保
健
所
等

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

仙
南
保
健
所

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

塩
釜
保
健
所

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所

塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
黒
川
支
所

塩
釜
保
健
所
黒
川
支
所

北
部
保
健
福
祉
事
務
所

大
崎
保
健
所

北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

栗
原
保
健
所

東
部
保
健
福
祉
事
務
所

石
巻
保
健
所

東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

登
米
保
健
所

気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所

気
仙
沼
保
健
所

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
健
所
等
の
所
長
、
支
所
長
そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者
は
、

別
に
任
命
す
る
。

　

（
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

第�

四
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部
又
は
地
方
振
興
事
務
所
地
域
事
務
所
農
業
振
興
部

（
以
下
「
地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
農
業
振
興
部
」
と
い
う
。）
の
職
に
補
さ
れ
、
当
該
地
方
振
興
事
務

所
（
地
域
事
務
所
）
農
業
振
興
部
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
当
該
地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
農
業
振
興

部
に
お
い
て
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
（
別
に
定
め
る
者
に
限
る
。）
は
、
そ
の
辞
令
を
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
農
業
振
興
部

農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部

大
河
原
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

仙
台
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部

仙
台
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

又
は
亘
理
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

北
部
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部

大
崎
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

又
は
美
里
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
農
業
振
興
部

栗
原
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

東
部
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部

石
巻
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
農
業
振
興
部

登
米
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
農
業
振
興
部

気
仙
沼
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
所
長
そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

は
、
別
に
任
命
す
る
。

　

（
家
畜
保
健
衛
生
所
）

第�

五
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
職
に
補
さ
れ
、
当
該
家
畜
保
健
衛
生
所
に
勤
務
を
命
ぜ
ら

れ
、
又
は
当
該
家
畜
保
健
衛
生
所
に
お
い
て
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
辞
令
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
地
方
振
興
事
務
所
又
は
そ
の
支
所
（
以
下
「
地
方
振
興
事
務
所
等
」
と
い
う
。）
に
勤
務
を
命
ぜ
ら

れ
た
も
の
と
す
る
。家

畜
保
健
衛
生
所

地
方
振
興
事
務
所
等

大
河
原
家
畜
保
健
衛
生
所

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所

仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所

仙
台
地
方
振
興
事
務
所

北
部
家
畜
保
健
衛
生
所

北
部
地
方
振
興
事
務
所

東
部
家
畜
保
健
衛
生
所

東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

２�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
振
興
事
務
所
等
の
畜
産
振
興
部
長
そ
の
他
知
事

が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
別
に
任
命
す
る
。

３�　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
振
興
事
務
所
畜
産
振
興
部
又
は
地
方
振
興
事
務
所
地
域
事
務
所
畜
産
振
興
部
（
以

下
「
地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
畜
産
振
興
部
」
と
い
う
。）
の
職
に
補
さ
れ
、
当
該
地
方
振
興
事
務
所
（
地

域
事
務
所
）
畜
産
振
興
部
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
当
該
地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
畜
産
振
興
部
に
お

い
て
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
辞
令
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
保
健
衛
生
所
に
勤

務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
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地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
畜
産
振
興
部

家
畜
保
健
衛
生
所

北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
畜
産
振
興
部

北
部
家
畜
保
健
衛
生
所

東
部
地
方
振
興
事
務
所
畜
産
振
興
部

東
部
家
畜
保
健
衛
生
所

４�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
保
健
衛
生
所
次
長
そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
者
は
、
別
に
任
命
す
る
。

　

（
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
）

第�

六
条　

地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
の
職
に
補
さ
れ
、
当
該
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
に
勤
務
を
命
ぜ
ら

れ
、
又
は
当
該
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
に
お
い
て
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
で
、
沿
岸
漁
業
等
の
技
術
の
改
良

普
及
に
関
す
る
事
務
等
を
分
掌
す
る
班
に
所
属
し
、
沿
岸
漁
業
等
の
技
術
の
改
良
普
及
に
関
す
る
事
務
等
を
担
当
す

る
者
は
、
そ
の
辞
令
を
も
っ
て
、
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

　

（
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
）

第�

七
条　

地
方
振
興
事
務
所
林
業
振
興
部
又
は
地
方
振
興
事
務
所
地
域
事
務
所
林
業
振
興
部
（
以
下
「
地
方
振
興
事
務

所
（
地
域
事
務
所
）
林
業
振
興
部
」
と
い
う
。）
の
職
に
補
さ
れ
、
当
該
地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
林
業

振
興
部
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
当
該
地
方
振
興
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
林
業
振
興
部
に
お
い
て
担
当
を
命
ぜ

ら
れ
た
者
で
、
林
業
技
術
の
普
及
指
導
に
関
す
る
事
務
等
を
分
掌
す
る
班
に
所
属
し
、
林
業
技
術
の
普
及
指
導
に
関

す
る
事
務
等
を
担
当
す
る
者
は
、
そ
の
辞
令
を
も
っ
て
、
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と

す
る
。

　

（
委
任
）

第
八
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
准
看
護
師
試
験
委
員
の
項
を
削
り
、
同
表
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
の
項
中
「
古
川
農
業
試
験
場
作
物
栽
培
部

長
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
三
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
四
号
ロ
中
「
及
び
」
を
「
、」
に
改
め
、「
要
領
」
の
下
に
「
、
請
願
、
陳
情
、
要
望
及
び
計
画
」
を
加
え

る
。

　

様
式
第
一
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
、
様
式
第
九
号
、
様
式
第
十
一
号
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十

四
号
、
様
式
第
十
七
号
、
様
式
第
二
十
五
号
、
様
式
第
二
十
六
号
及
び
様
式
第
二
十
六
号
の
二
中
「日

本
工
業
規
格

」

を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
四
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
十
五
号
中

「

�

を

ゴ
ル
フ
場

利
用

税

現
年

滞
繰計

自
動
車
取
得
税

現
年

滞
繰計

軽
油
引
取
税

現
年

滞
繰計現
年

自
動
車
税

滞
繰計

自
動
車
税

環
境
性
能
割

現
年

滞
繰計

�

」　

「

�

に

ゴ
ル
フ
場

利
用

税

現
年

滞
繰計現
年

軽
油
引
取
税

滞
繰計

自
動
車
税

環
境
性
能
割

現
年

滞
繰計

�

」　

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
三
十
五
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
三
十
五
号
と
み
な
す
。
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